
 

 

第２回都区財政調整協議会幹事会 次第 

 

 

 

  １ 日 時     令和６年１２月１２日（木） 午後６時００分～ 

 

  ２ 場 所     東京区政会館 １９１会議室 

 

  ３ 議 題   令和７年度都区財政調整について 

 

  ４ 進行次第（司会：東京都総務局行政部区政課長） 

（１） 協 議 
 ・都側提案事項について 
 ・区側提案事項について 
 ・その他について 
（２） その他 

 

  ５ 配付資料 

（１） 令和 7 年度都区財政調整協議個別課題についての都区双方の考え方 

   （第 2 回財調協議会幹事会：令和 6 年 12 月 12 日） 

 



【都側提案事項】

１算定方法の見直し等

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 重度障害者福祉増
進事業費及び老人
福祉増進事業費の
算定方法の改善

重度障害者及び高齢者の福祉増進に要する経費について、
特別区における、フレーム対象年度の前々年度予算額に応
じた経費設定から、前々年度決算額に応じた経費設定に改
める等、算定方法の改善を行う。
（第１回幹事会）

都側提案は、予算額から決算額へ算定方法を見直すもので
あるが、予算額で算定することにも合理性があると考えて
いる。本事業について、予算額から決算額に見直す必要性
について伺う。
（第２回幹事会）

2 生活扶助費（中国
残留邦人等生活支
援給付金）の見直
し

中国残留邦人等に対する生活支援給付に係る経費につい
て、特別区の実態を踏まえ、算定の見直しを行う。
（第１回幹事会）

都側提案は、標準区経費の設定に当たり、経費が突出して
いる区を除外した結果、対象者ベースでは約14％を除外し
ている。よって、特別区の実態に基づく合理的かつ妥当な
水準とは言えないため、妥当ではない。
（第２回幹事会）

3 結核予防費（一般
患者医療費）の見
直し

結核予防における一般患者医療に係る経費について、特別
区の実態と乖離があることから、算定を縮減する。
（第１回幹事会）

都側提案は、扶助費において、特例医療費を通常の医療費
に包含する形で設定しているが、単価の異なる通常の医療
費と特例医療費は区別して経費設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

4 結核予防費（入院
患者医療費）の見
直し

結核予防における入院患者医療に係る経費について、特別
区の実態と乖離があることから、算定を縮減する。
（第１回幹事会）

都側提案は、扶助費において、特例医療費を通常の医療費
に包含する形で設定しているが、単価の異なる通常の医療
費と特例医療費は区別して経費設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

5 総務管理費（補償
補塡及び賠償金）
の廃止

本経費は、平成12年度から自動車事故見舞金として算定し
ている事項である。改めて実態を確認したところ令和元年
度から令和5年度までの5か年における支給実績が3区のみで
あり、標準区経費としての普遍性が認められないことか
ら、算定を廃止する。
（第１回幹事会）

清掃費の総務管理費については、令和6年度財調協議におけ
る清掃費の見直しの中で改善を行った項目になるが、令和7
年度財調協議で改めて見直しを行う理由を伺う。
（第２回幹事会）

令和7年度都区財政調整協議個別課題についての都区双方の考え方（第2回財調協議会幹事会：R6.12.12）

取扱注意
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１算定方法の見直し等（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

6 排水場に要する維
持管理費の見直し
（態容補正）

本態容補正については、排水場の排水能力に応じた3つの維
持管理費モデルを設定し、設置数に応じた額を加算するも
のとなっている。
特別区の実態を確認したところ、排水能力と維持管理経費
に比例関係がないことが明らかになったため、3つのモデル
を排水能力区分「100㎥/分以上」として1つに統合するとと
もに、実態を踏まえた経費設定に見直す。
（第１回幹事会）

排水場維持管理費について、平成13年度財調協議から見直
しが行われておらず、算定と実態に乖離が生じているこ
と、排水能力と維持管理費に比例関係がないことについて
確認が取れた。
一方で、都側提案は一部の経費を除外し経費設定を行って
おり、過少な算定となっていることから妥当とは言えない
と考える。
（第２回幹事会）

7 要保護準要保護児
童生徒就学援助費
の算定方法の改善
（単位費用・密度
補正）

要保護準要保護児童生徒就学援助費について、特別区にお
ける前年度・前々年度の児童生徒数及び準要保護児童生徒
数に応じた算定から、前々年度・前々々年度の児童生徒数
及び準要保護児童生徒数に応じた算定に改めるなど、算定
方法の改善を行う。
なお、本提案は、数値確認における都区双方の事務負担軽
減にも寄与するものである。
（第１回幹事会）

都側提案は、密度補正における数値の整合性を図るもので
あり、各区の数値確認における事務負担の軽減にも寄与す
るものであることから、都側提案に沿って整理する。
（第２回幹事会）

8 特別支援学級等運
営費（夜間学級運
営）の廃止

特別支援学級等運営費（夜間学級運営）について、直近5か
年における実績が1区のみであることから、算定を廃止す
る。
（第１回幹事会）

本経費は平成12年度財調協議における基準財政需要額算定
の改善合理化にて、夜間学級の運営費を加算する態容補正
を廃止し、単位費用化されたものであるが、その後の状況
に変化があったのか伺う。
（第２回幹事会）
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【区側提案事項】

１都区間の財源配分に関する事項

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 児童相談所関連経
費

区側から質問のあった3点について、お答えする。
まず1点目についてであるが、令和2年度財調方針におい
て、「都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の
差を普通交付金とする仕組みであり、都区間の配分割合は
中期的には安定的なものを定める必要がある」ことを合意
している。
この合意文章の主語は、都区財政調整であり、また、後段
で都区間の配分割合の定め方を述べていることから、単に
各区に交付する普通交付金の算定方法を述べているわけで
はない。
普通交付金は、地方自治法施行令第210条の12の規定によ
り、特別区の基準財政需要額から基準財政収入額を控除す
ることにより得られる財源不足額であるというのが都区財
政調整制度の基本であり、地方自治法施行令第210条の14の
規定により、この財源不足額の合算額と普通交付金総額が
引き続き著しく異なる場合には、条例で定める割合の変
更、つまり配分割合の変更を行うものである。
こうしたことから、特別区の需要と収入がどうなっている
かという点抜きには、都区間の財源配分を検討することは
できない。
次に、2点目についてであるが、地方自治法逐条解説では、
地方自治法施行令第210条の14について、「『著しく異なる
こととなる場合』には、制度改正や事務配分の変更により
著しく異なることとなる場合も含まれる。」とされてい
る。
このことから、児相の事務についても、当然地方自治法施
行令第210条の14の観点から検討すべきということである。
次に、3点目についてであるが、児相ＰＴで確認したとお
り、「児童福祉法上、児童相談所の事務は、都道府県が行
う事務であるが、政令で指定された場合は、当該特別区が
行う事務になる」と考えている。
（第１回幹事会）

特別区における児童相談所の設置は、設置区の区域におい
て関連事務が法的に都から区に移管され、都と特別区の役
割分担の大幅な変更が生じるものであるため、平成12年に
都区合意している都区制度改革実施大綱の規定に基づき、
その関連経費の影響額について、配分割合を変更すること
で、特別区の児童相談所の運営に必要な財源を担保するよ
う提案する。
また、将来の設置区数の増加による影響額に応じて、順次
配分割合を変更することをあわせて提案する。
本件に関しては、令和5年度財調協議では、都区の考え方に
大きな隔たりがあり、一時協議が中断となったが、最終的
には、協議の中断を長引かせることは、都区の連携を発展
させていく上で望ましくないという判断のもと、早期に結
論を出すことを前提に、今後も協議を継続することとなっ
た。
これを受けて、配分割合の協議をする前段として、都区の
プロジェクトチームにおいて検討し、最終的には、「都区
の児童相談行政の連携・協力を一層円滑に進めていくこと
が重要であることから、早期に解決が図られるよう、都区
財政調整協議の場へ移行していく。」と取りまとめられた
ところである。
プロジェクトチームの取りまとめにおいて都区の見解が相
違した点もあったが、これまでの検討経過を踏まえ、是非
とも、今年度の協議において、適切な配分割合の変更が実
現するよう、前向きな協議をお願いする。
本件に関しては、昨日の財調協議会における都側からの発
言を踏まえ区側の見解を申し上げる。
都側は、財源保障の観点として2点を示しているが、都区財
政調整による財源保障の体系の一部を示したものに過ぎ
ず、しかも児相に関する配分割合について、その2点のみで
議論することは到底容認できない。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

都区財政調整制度における財源保障の体系は、地方交付税
制度により都区一括で保障された財源のもとで、都区間の
役割分担を踏まえた都区間財源配分により都と特別区総体
の財源を保障した上で、その結果得られる特別区総体の財
源の範囲で特別区間の財源の不均衡を調整し、すべての特
別区が一定の行政水準を維持しうるよう各特別区の財源を
保障するものである。
配分割合は、都区間財源配分に係るものであり、都区の役
割分担に応じて定め、役割分担の変更に応じて変更するの
が制度の趣旨である。
役割分担の変更に伴う配分割合変更の事由を整理して、都
区で合意したのが平成12年都区制度改革実施大綱中の記述
であり、配分割合の変更は、制度の趣旨と都区の合意に基
づいて行われなければならない。
自治法施行令における配分割合変更の規定は、役割分担を
踏まえた財源配分を行い、その配分のもとで普通交付金を
算定した結果として、なお著しい財源不足が生じた場合に
は当然に配分割合を変更しなければならないとするもので
あり、その前に、役割分担の変更に伴う配分割合の変更が
なされていることが前提になければならない。
各特別区の基準財政需要額と基準財政収入額を算定して不
足額を交付するのは、役割分担に応じた都区間財源配分の
結果得られる特別区総体の財源をもとに、特別区間の財源
の不均衡を是正するための主たる手段である普通交付金の
算定方法であって、配分割合を定めるためのものではな
い。
令和2年度財調方針において、都区財政調整が、基準となる
財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組みである
としているのは、普通交付金算定の仕組みを言っているに
すぎず、各特別区の財源保障に係るものではあっても、都
区間の財源配分、つまり都と特別区総体の財源保障に係る
ものではない。
（つづきあり）
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１都区間の財源配分に関する事項（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

児童相談所関連経
費
（つづき）

ここまでを踏まえ、財調協議会における都側の発言に対し
て2点質問する。
1点目として、都側から発言があった「都区財政調整は、基
準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組
み」について、これは普通交付金の算定方法であり、配分
割合の決定方法ではないと認識しているが、都側の見解を
伺う。仮に、需要と収入の差で配分割合を決定するという
認識であるならば、その根拠も合わせてお示しいただく。
2点目として、都側から発言があった「地方自治法施行令で
は、特別区の財源に年度を超えて引き続き著しい過不足が
生じる場合、配分割合を変更することが定められている」
について、先ほども申し上げたとおり、区側は、都区制度
改革実施大綱に基づき配分割合の変更を提案しており、地
方自治法施行令第210条の14の規定は影響がないと認識して
いるが、都側の見解を伺う。仮に、影響があるという場合
は、その根拠も合わせてお示しいただく。
次に、ＰＴでの議論を踏まえ、1点質問させていただく。
区立児童相談所は、政令指定により都から区へ権限が移
り、児相設置が義務付けられること、また、関連経費の所
要額規模が、配分割合に影響が及ぶ規模となっていること
から、大綱に定める配分割合の変更事由である「役割分担
の大幅な変更」に該当すると区側は認識している。
そこで改めて確認させていただく。区立児童相談所の設置
区において、都と特別区の「役割分担」については変更し
ていると認識しているが、都側の見解を伺う。
（第１回幹事会）
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２特別区相互間の財政調整に関する事項
基準財政需要額の調整項目

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 災害対策費（在宅
避難）

区側提案は、決算額の実施区平均から標準区経費を設定し
ているが、事業の普遍性や内容、経費の性質を考慮し、標
準的なモデルを設定の上、標準区経費を設定すべきと考え
る。
（第２回幹事会）

災害対策費（在宅避難）について、新規に算定する。な
お、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平均により
設定する。
（第１回幹事会）

2 感震ブレーカー設
置助成事業費

感震ブレーカーについては、無償配布や設置費助成、また
はその両方を実施する等、区によって事業の実施手法が異
なる実態を踏まえると、単に決算額の実施区平均により標
準区経費を設定することは妥当ではない。事業の普遍性や
内容、経費の性質を考慮し、標準的なモデルを設定の上、
標準区経費を設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

感震ブレーカー設置助成事業費について、新規に算定す
る。なお、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平均
により設定する。
（第１回幹事会）

3 参集・安否確認シ
ステム維持管理費

区側提案は、他のシステムに参集・安否確認システムの機
能が含まれる場合の維持管理費を決算額から一律に除外し
ており、該当区も多いことから、適切な標準区経費の設定
となっているか判断することができない。
また、決算を踏まえた標準区経費の設定に当たっては、23
区総体の充足率が100％を超えるべきではないと考える。
（第２回幹事会）

参集・安否確認システム維持管理費について、新規に算定
する。なお、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平
均により設定する。
（第１回幹事会）

4 行政手続デジタル
推進経費

区側提案は、決算額をもとに標準区経費を設定している
が、決算を踏まえた標準区経費の設定に当たっては、23区
総体の充足率が100％を超えるべきではないと考える。
（第２回幹事会）

行政手続デジタル推進経費について、新規に算定する。な
お、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平均により
設定する。
（第１回幹事会）

5 自治体システム標
準化経費

区側提案は、令和6年3月に示された国のデジタル基盤改革
支援補助金の補助上限額を踏まえたものであるが、当該補
助金の補助上限額については、令和5年度に行われた「移行
困難システム等に係る移行経費の調査について（照会）」
（令和5年8月4日総行デ125号）による移行経費調査の結果
に基づき措置されたものである。
令和6年度においても、同様の調査が行われており、当該調
査結果に基づき補助上限額の増額の可能性があることか
ら、現時点において、標準区経費の設定は時期尚早である
と考える。
（第２回幹事会）

自治体システム標準化経費について、令和7年度に限り、臨
時的に算定する。なお、全固定での算定とし、標準区経費
は実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

6 公共施設ＬＥＤ灯
切替事業費

区側提案は、令和6年度財調協議において都側が指摘した
「特別区におけるＬＥＤ化計画の有無、ＬＥＤ灯切替の未
実施率」を考慮したものになっている。
しかしながら、区の工事実績から設定した単価にばらつき
が見られるほか、今年度の財調協議では、区側から「投資
的経費の見直し」が提案されており、本提案との重複が懸
念される。
また、令和6年度財調協議において都側が指摘した「ＬＥＤ
灯切替に伴う電力消費量の影響」については、どのように
して反映する想定か伺う。
（第２回幹事会）

公共施設ＬＥＤ灯切替事業費について、新規に算定する。
なお、国の計画を踏まえ、令和7年度から令和12年度までに
要する経費の臨時算定とする。また、全比例での算定と
し、標準区経費は、令和5年度及び令和6年度における区の
工事実績から単価を設定し、その単価に標準施設の実態面
積とＬＥＤ灯切替の未実施率を乗じて設定する。
（第１回幹事会）

7 テレワーク運営経
費

テレワークの実施形態によっては、職員の端末関係経費が
算定されている「電子計算事務費」等との重複も考慮する
必要があるが、標準区経費の検討に当たり、どのような整
理をしているのか伺う。
また、決算を踏まえた標準区経費の設定に当たっては、特
別区総体の充足率が100％を超えるべきではないと考える。
（第２回幹事会）

テレワーク運営経費について、正式導入区数が令和6年度財
調協議の11区から16区に増加したことを踏まえ、新規に算
定する。なお、一部固定での算定とし、標準区経費は正式
導入している各区実績の回帰分析により設定する。
（第１回幹事会）

8 安全安心まちづく
り推進事業費（防
犯カメラ維持管理
費補助金）

区側提案は、都補助が充当されるモデルを設定している
が、規模の設定に当たり、区独自で実施している補助の件
数は含めるべきではないと考える。
（第２回幹事会）

安全安心まちづくり推進事業費（防犯カメラ維持管理費補
助金）について、新規に算定する。なお、全固定での算定
とし、標準区経費は標準的な事業モデルにより設定する。
事業モデルについては、区の補助実績と「東京都防犯設備
維持管理経費補助金」及び「東京都防犯設備運用経費補助
金」の補助対象経費上限額等により設定する。
（第１回幹事会）

9 区議会事務局運営
費

区側提案は、特別区の実態を踏まえ、算定を充実するとの
ことであるが、具体的にどのような状況の変化があったの
かを伺う。
また、議会総務費における「議会運営費」とのすみ分けを
明確にする等、既存算定項目と重複しないよう内容を整理
する必要があると考える。
（第２回幹事会）

区議会事務局運営費について、特別区の実態を踏まえ、算
定を充実する。なお、一部固定での算定とし、標準区経費
は回帰分析により設定する。
（第１回幹事会）

10 会計管理費（預金
利子）

会計管理費（預金利子）について、令和4年度財調協議にお
いて確認した3年に1度の見直しのタイミングとなったた
め、特別区の実態を踏まえ、算定を改善する。なお、全固
定での算定とし、標準区経費は実施区平均により設定す
る。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

11 ひとり親家庭等生
活向上事業費

区側提案は、都補助金の実績を踏まえたものであり、概ね
妥当であると考えるが、固定費割合の設定について精査が
必要と考える。
（第２回幹事会）

ひとり親家庭等生活向上事業費について、新規に算定す
る。なお、全比例での算定とし、標準区経費は「東京都ひ
とり親家庭等生活向上事業」における「子供の生活・学習
支援事業」の補助実績に基づき、1人当たり経費と人口規模
により設定する。
（第１回幹事会）

12 デジタルデバイド
対策事業費

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、区によってばらつきが大きく、また、普遍性がない事
業が含まれているなど、精査が不足しており、標準区経費
としての妥当性が判断できない。
（第２回幹事会）

デジタルデバイド対策事業費について、新規に算定する。
なお、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平均によ
り設定する。
（第１回幹事会）

13 高次脳機能障害者
支援事業費

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、普遍的ではない経費が含まれているなど、精査が必要
と考える。
また、実施区平均による標準区経費の設定では妥当性に欠
けると考える。
（第２回幹事会）

高次脳機能障害者支援事業費について、新規に算定する。
なお、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平均によ
り設定する。
（第１回幹事会）

14 重層的支援体制整
備事業費

重層的支援体制整備事業は高齢、障害、子ども、生活困窮
の4分野について、制度ごとに分かれている相談支援などの
関連事業を一体的に実施するものであるが、従来から実施
している各分野の事業について、どのような影響を受ける
のかを伺う。
また、従来から実施している事業については、既に算定さ
れているものと理解しているが、本提案事業と関連する事
業について伺う。
さらに、区側提案によると、令和5年度に重層的支援体制整
備事業に移行している区は6区とのことであり、普遍性がな
い。そこで、令和6年度の状況や令和7年度以降の見通しに
ついて伺う。
（第１回幹事会）

重層的支援体制整備事業費について、新規に算定する。な
お、全比例での算定とし、標準区経費は「重層的支援体制
整備事業」の補助実績に基づき、1人当たり経費と人口規模
により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

重層的支援体制整
備事業費
（つづき）

重層的支援体制整備事業への移行状況を確認した結果、令
和7年度には15区が実施予定であり、また将来的に普遍的な
事業となることは制度上も確認できた。
ただし、重層的支援体制整備事業を単に現行算定に加える
という区側提案は妥当ではない。区側から、既存事業への
影響として説明があったとおり、重層的支援体制整備事業
へ移行した自治体は、既存事業としては実施しない形とな
る。そのため、標準区に重層的支援体制整備事業を算入す
るのであれば、財調上の関連事業を存置することは妥当で
はない。関連事業について、重層的支援体制整備事業の経
費積算の一部に組み替える形で整理すべきである。
また、高齢分野の事業について、保険料負担部分を区負担
として経費設定がされていることから、精査が必要であ
る。
（第２回幹事会）

従来は、高齢、障害、子ども、生活困窮の各分野ごとの制
度に基づいて行われる相談支援や地域づくりに対して補助
金が交付されていたが、重層的支援体制整備事業に移行す
ることにより、重層的支援体制整備事業交付金として一体
的に補助金の交付を受け、事業を執行することとなる。
財調における関連事業は、高齢分野は老人福祉費（介護保
険事業助成費）の一部、障害分野は社会福祉費（地域生活
支援事業費）の一部、子ども分野は児童福祉費（地域子ど
も子育て支援事業費）の一部、生活困窮分野は社会福祉費
（生活困窮者自立支援事業費）の一部である。
次に、重層的支援体制整備事業への移行状況であるが、現
時点で11区が移行しており、令和7年度には更に4区が移行
する予定である。また、令和6年度時点で4区が重層的支援
体制整備事業への移行準備事業を行っており、制度上、将
来的に重層的支援体制整備事業に移行することから、本事
業の普遍性が見込まれるものである。
（第２回幹事会）

15 心身障害者福祉手
当支給費

本事業は、都条例においてその範囲を定めているが、区側
提案で新規に算定とする対象は、いずれも都条例の支給対
象に含まれていないことから、算定すべきではないと考え
る。
（第２回幹事会）

障害者の負担軽減と福祉の増進を図ることを目的とした心
身障害者福祉手当支給費について、身体障害者手帳3級・愛
の手帳4度・精神障害者保健福祉手帳1級所持者への手当を
新規に算定する。なお、全比例での算定とし、23区平均に
よる支給単価と回帰分析による件数により設定する。
（第１回幹事会）

16 高齢者補聴器購入
費助成事業費

予算を用いた標準区設定では妥当性に欠けると考える。
（第２回幹事会）

高齢者補聴器購入費助成事業費について、新規に算定す
る。なお、全比例での算定とし、標準区経費は1人当たり経
費と65歳以上人口の規模により設定する。
（第１回幹事会）

17 生活保護総務費
（医療扶助オンラ
イン資格確認等運
営負担金）

本事業について、厚生労働省のホームページを確認したと
ころ、「医療券等の送付や受け取り等のコスト・手間が軽
減される」との記載があった。この記載を踏まえれば、生
活保護総務費の通信運搬費等を合わせて調査し、経費に縮
減の余地がないか確認すべきと考えるが、区側の見解を伺
う。
（第１回幹事会）

生活保護総務費（医療扶助オンライン資格確認等運営負担
金）について、新規に算定する。なお、全比例での算定と
し、標準区経費は社会保険診療報酬支払基金から示された
項目ごとの単価、各区の被保護者数等の事業モデルにより
設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

生活保護総務費
（医療扶助オンラ
イン資格確認等運
営負担金）
（つづき）

今回の提案時に各区経費への影響を把握することが困難で
あることは承知した。ただし、事業効果としてコスト軽減
が挙げられている以上、本事業が通信運搬費等へ与える影
響について、将来的に調査し、結果に応じて見直しを検討
すべきと考えるが、区側の見解を伺う。
なお、区側提案については、社会保険診療報酬支払基金よ
り示された単価等に基づくものであり、概ね妥当であると
考えるが、対象者数の設定については、密度補正の影響を
加味するなど、精査が必要と考える。
（第２回幹事会）

本事業は令和6年4月から開始された事業であることから、
現時点では各区の経費への影響について、確認することは
できない。
（第２回幹事会）

18 ヤングケアラー支
援事業費

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、各区の経費にばらつきがあることから、精査が必要と
考える。また、実施区平均による標準区経費の設定では妥
当性に欠けると考える。
さらに、議会総務費の職員研修費や外国人生活支援等事業
費と重複する経費が含まれているため、これらの経費につ
いては経費設定から除外すべきと考える。
（第２回幹事会）

ヤングケアラー支援事業費について、新規に算定する。な
お、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平均により
設定する。
（第１回幹事会）

19 要支援児保育巡回
支援専門員経費

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、各区の経費にばらつきがあることから、経費設定方法
について精査が必要と考える。また、事業の性質上、個別
に経費設定を行うのではなく、両施設を合わせて経費設定
すべきと考える。
（第２回幹事会）

要支援児保育巡回支援専門員経費について、新規に算定す
る。なお、保育所分については、回帰分析の結果を踏まえ
全比例での算定とし、標準区経費は1人当たり経費と18歳未
満人口の規模により設定する。また、放課後児童クラブ分
については、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平
均により設定する。
（第１回幹事会）

20 地域型保育等にお
ける定員未充足に
よる減収補填事業
費

区側提案は地域型保育と私立認定こども園を対象にしたも
のであるが、前者は単位費用、後者は態容補正で捕捉して
いるものであり、算定方法の違いを考慮した経費設定を検
討すべきである。次に、私立認定こども園については、令
和6年度当初算定における補正対象区は19区であるが、本事
業の実施区は5区と少数であり、普遍性がない。
また、減収補填のスキームについても、各区でばらつきが
あり、単に決算額をもとにした経費設定では、合理的かつ
妥当な水準とは言えない。
（第２回幹事会）

地域型保育等における定員未充足による減収補填事業費に
ついて、新規に算定する。なお、全固定での算定とし、標
準区経費は実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

21 高校生等医療費助
成事業費

都は、子育てを支援する福祉施策の充実に向け、区市町村
が実施する高校生等への医療費助成事業に対し、所得制限
や通院時の一部自己負担等の基準を設けた上で補助するこ
ととしており、早期の事業開始を促進するため、令和5年度
から3年間は都の負担割合を10分の10としている。
これにより、都制度においては、区負担は発生しない枠組
みとなっている。
昨年度の協議でも申し上げたとおり、都全域における妥当
な水準であると判断し導入されている都補助制度に沿った
算定が「合理的かつ妥当な水準」であることから、区側提
案は妥当ではないと考えている。
（第２回幹事会）

高校生等医療費助成事業費について、都補助の対象外であ
る所得制限及び一部自己負担金に係る扶助費及び審査支払
手数料について、令和7年度まで臨時的に算定する。
（第１回幹事会）

22 放課後児童クラブ
事業費及び区立保
育所管理運営費
（医療的ケア児支
援事業費）

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、各区の経費にはばらつきがある。経費設定に当たって
は、医療的ケア児の受入施設数を考慮するなど、精査が必
要と考える。
また、放課後児童クラブ分については、現行の標準区経費
において、直営や委託といった運営形態に応じた算定とし
ていることを踏まえ、それを考慮した経費設定を行う必要
があると考える。
（第２回幹事会）

放課後児童クラブ事業費及び区立保育所管理運営費（医療
的ケア児支援事業費）について、新規に算定する。なお、
区立保育所分・放課後児童クラブ分ともに、全固定での算
定とし、標準区経費は実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）

23 国民健康保険総務
費（データヘルス
計画等策定経費）

平成30年度財調協議で国民健康保険制度改革を反映させた
際、法定内繰出金を標準算定としたところであるが、本経
費は法定内繰出金に該当するか区側の見解を伺う。
（第２回幹事会）

国民健康保険総務費（データヘルス計画等策定経費）につ
いて、新規に算定する。なお、全固定での算定とし、標準
区経費は実施区平均により設定する。また、特別区の実態
を踏まえ6年計画とし、毎年6分の1ずつ算定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

24 【投資】放課後児
童クラブ新設費

本事業は将来的かつ一時的な需要であり、またその実施規
模も未確定であることから、本来標準区経費に馴染まない
経費であると考える。一方で、放課後児童クラブの待機児
童対策の重要性は都としても理解しており、本提案につい
て前向きに検討したいと考えている。
まず、区側提案は3か年分の経費を対象としたものである
が、将来的な需要であり、実施規模が未確定である点を踏
まえ、今回の協議では令和7年度分のみを対象とすることと
し、令和8年度分以降については、次年度以降の財調協議で
改めて議論すべきと考える。
次に、増加が見込まれる定員数をもとに経費設定をしてい
るが、どのような方法で定員数を見込んでいるのかを伺
う。
また、一人当たりの決算単価については、設定に用いた各
区の実績を確認すると、施設の確保に当たって、経費が発
生していない事例があるため、経費設定に当たってはこの
点を考慮すべきである。加えて、各区において過去に整備
した施設と令和7年度以降に整備を予定している施設におけ
る一人当たり面積に乖離があるため、それらを考慮した経
費設定を行うべきである。
なお、整備予定施設の一人当たり面積には、各区でばらつ
きが見られるため、精査が必要である。
（第２回幹事会）

放課後児童クラブ新設費について、3か年分の経費を一括し
て臨時的に算定する。なお、全比例での算定とし、標準区
経費は令和7年度から9年度までに増加が見込まれる定員数
と令和元年度から5年度までの決算により算出した一人当た
りの決算単価により設定する。
（第１回幹事会）

25 障害者就労支援事
業費

本事業のコーディネーターの配置人数については「区市町
村障害者就労支援事業実施要領」に基づき設定すべきと考
える。また、同要領では障害者就労支援センター1施設当た
りとして、配置人数が設定されているが、各区における施
設は概ね1施設となっていることから、測定単位の数値に連
動しない全固定による算定とすべきと考える。
また、単価についても「区市町村障害者就労支援事業補助
金取扱要領」における最新単価を用いるべきと考える。
（第２回幹事会）

障害者就労支援事業費について、特別区の実態を踏まえ、
算定を充実する。なお、一部固定による算定とし、標準区
経費は回帰分析により設定する。
（第１回幹事会）

26 介護人材確保等対
策事業費

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、区によってばらつきが大きく、また、具体的な事業内
容が精査されておらず、標準区経費としての妥当性が判断
できない。
（第２回幹事会）

介護人材確保等対策事業費について、算定を充実する。な
お、全比例での算定とし、標準区経費は1人当たり経費と人
口規模により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

27 指導検査事業費 区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、実施区平均による経費設定では妥当性に欠けると考え
る。また、社会福祉法人に関する経費について、需用費を
廃止し、委託料で算定することとしているが、各区の実態
を踏まえ、引き続き需用費として算定することが適切と考
える。
さらに、保育施設等に関する経費のうち、幼稚園を対象と
した部分については、切り分けを行った上で、教育費で算
定すべきと考える。
（第２回幹事会）

社会福祉法人に対する会計検査等の指導検査に係る経費に
ついて、特別区の実態を踏まえ算定を充実するとともに、
保育施設等に対する会計検査等の指導検査に係る経費につ
いて新規に算定する。なお、社会福祉法人分・保育施設等
分ともに、全固定での算定とし、標準区経費は実施区平均
により設定する。
（第１回幹事会）

28 子ども医療費助成
事業費

区側提案は、都補助の水準ではなく、特別区域における
サービス水準により算定すべきとの内容である。
この見直しについては、これまでも複数回にわたり、区側
から提案がされているが、都はこれまでの協議において、
都の補助基準が都全域における「合理的かつ妥当な水準」
であると見解を示してきたところである。
今回、区側から「少子化対策に向けた各自治体の取組は、
より一層拡充されていくもの」との発言があった。
都としても、少子化が急速に進行する中、全ての子どもの
健全な育ちと子育て世帯の経済的負担の軽減を進めるた
め、子どもの医療費助成について、令和7年10月からの所得
制限撤廃を目指すこととした。
そのため、財調の標準区経費の設定においても、令和7年10
月分以降、所得制限を撤廃することで合意をしたいと考え
ている。
（第１回幹事会）

本事業における医療費助成は、所得制限や自己負担金を設
けずに23区全区で行っている。
一方、財調における子ども医療費助成事業費の算定は、市
町村部に対する都補助の水準に準拠しており、所得制限や
一部自己負担金が設定されていることから、現行の算定と
大きく乖離している。
所得制限や自己負担金の撤廃については、これまでも都区
で協議を重ねてきたが、都側から、都補助の水準が合理的
かつ妥当な水準であるなどといった見解が示され、協議不
調となっている。
今回の見直しは、子ども医療費助成事業を取り巻く状況の
変化や現行の算定と乖離している状況を踏まえ、改めて所
得制限等の撤廃を提案する。
国が6月に公表した、「人口動態統計」によると、1人の女
性が一生のうちに産む子どもの数の指標である令和5年の
「合計特殊出生率」は全国で1.20と過去最低となったが、
東京都は都道府県別で最も低い0.99という状況にある。と
りわけ、区部では更に低く、全国の市区町村別にみた合計
特殊出生率の下位20自治体のなかに6区が入っており、今
後、少子化対策に向けた各自治体の取組は、より一層拡充
されていくものと考える。
こうした状況の変化はもとより、特別区域を対象とした財
調制度であることを踏まえれば、本件については、都全域
を対象とした都補助の水準ではなく、特別区域における
サービス水準により算定すべきと考えるが、都側の見解を
伺う。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

29 放課後児童クラブ
事業費

区側提案を確認したが、過大な経費が多数含まれているこ
とや、一部の項目において経費が適切に計上されていない
こと等、全般的に精査が不足しており、妥当性が判断でき
ない。
また、放課後児童クラブに関連する経費については、今年
度の財調協議において、別事業としても提案がされてお
り、一部の経費が重複しているため、妥当ではない。
さらに、区側提案は報酬等を据え置きとしている一方で、
直営の施設数は減少傾向にあることを踏まえれば、報酬等
についても合わせて見直すべきと考えるが、区側の見解を
伺う。
（第２回幹事会）

放課後児童クラブ事業費について、各区の実態を踏まえ算
定を充実する。なお、直営施設については、施設数及び施
設面積を踏まえ全比例により算定し、それ以外の施設につ
いては、回帰分析の結果を踏まえ一部固定により算定す
る。
（第１回幹事会）

30 利用者負担（保育
所等）

保育所及び認定こども園等の利用者負担の算定について、
特別区の実態を踏まえ、算定を充実する。
（第１回幹事会）

31 私立保育所施設型
給付費等

公定価格の見直しによる4歳以上児配置改善加算の創設に伴
い、私立保育所施設型給付費等について、特別区の実態を
踏まえ、算定を充実する。
（第１回幹事会）

32 生活困窮者自立支
援事業費

現行の標準区経費の設定方法について、対象となる補助金
のうち半数を超えるメニューのみを積算の対象としている
が、今回の提案において、全事業を積算に含める方法に変
更している。また、現行では前年度国庫内示額を用いた経
費設定を行っているが、前々年度補助実績額を用いて経費
設定をする方法に改めることとしている。
これらについて、現行の経費設定方法から変更する理由を
伺う。
（第１回幹事会）

生活困窮者自立支援事業費について、特別区の実態を踏ま
え、算定を充実・改善する。なお、全比例での算定とし、
標準区経費は「生活困窮者自立相談支援事業」及び「生活
困窮者就労準備支援事業」の補助実績に基づき、1人当たり
経費と人口規模により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

生活困窮者自立支
援事業費
（つづき）

現行の経費設定方法について妥当であると考えているが、
区の考えも理解できるものである。ただし、経費設定につ
いて一部精査が必要であり、また、本件を合意した場合、
社会福祉費（地域社会福祉協議会育成費）の一部と経費の
重複が発生するため、当該経費は廃止すべきと考える。
（第２回幹事会）

本事業は区側提案により算入したものであるが、当時の考
えとして、事業開始当初であり各区が今後どの様に事業を
実施していくか不明瞭な部分があったため、個別のメ
ニューに着目し、個々に普遍性を判断する形で経費設定を
行い、提案を行った。一方、事業開始から時間が経過し、
「生活困窮者自立支援」という事業目的のもと、各区がそ
の必要に応じて、個々の事業を実施している状況が定着し
ている。それらの事業は全て、「生活困窮者自立支援」と
いう目的のために実施しているものであることから、普遍
性の判断として、個々の事業に着目するのではなく、全体
として判断することが妥当であると整理したものである。
次に、内示額から実績額に変更した理由であるが、事業開
始当初は各区の事業拡大傾向を迅速に反映するため、内示
額での経費設定には一定の合理性があったものと考えてい
る。しかし、内示額では、追加内示額が反映されていない
場合や、未執行経費が発生している場合等、実績との乖離
が生じることがある。そのため、事業開始から一定の時間
が経過している、現時点においては、実績額で経費設定す
ることが妥当であると考えるものである。
（第２回幹事会）

33 精神障害者退院後
支援事業費

調査結果のうち、精神保健福祉士を新規に雇用せず既存の
人員で対応している区が9区ある。また、特財として地域生
活支援事業費の補助を受けている区もあり、既算定事業と
の重複を確認・解消すべきと考えるが区側の見解を伺う。
(第２回幹事会)

精神障害者退院後支援事業費について、新規に算定する。
なお、全比例での算定とし、標準区経費は標準的な事業モ
デルにより設定する。事業モデルについては、精神保健福
祉士の報酬及び人数により設定する。
（第１回幹事会）

34 予防接種助成事業
費（男性ＨＰＶ）

予防接種費の算定については、例外的な場合を除き、国が
予防接種法上の定期接種に位置付けたものを標準算定して
いる。
なお、令和6年度財調協議の「予防接種助成事業費（帯状疱
疹ワクチン）」において、都から「国において定期接種化
が検討されており、帯状疱疹ワクチンによる疾病負荷が一
定程度明らかとなっている点、定期接種化までの措置とし
て都が補助事業を実施している点を考慮すべきと都も一定
程度理解している」と発言し、任意接種の算定に関して、
例外的に合意した。そこで、男性ＨＰＶワクチンの状況を
伺う。
（第２回幹事会）

予防接種助成事業費（男性ＨＰＶ）について、新規に算定
する。なお、全比例での設定とし、標準区経費は標準的な
事業モデルにより設定する。事業モデルについては、令和7
年度予算見込における、各ワクチンの単価、接種率及び接
種者数の平均等により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

35 予防接種助成事業
費（小児インフル
エンザ）

令和5年度財調協議で法定接種化の予定を確認できなかった
ことから不調となっているが、状況に変化があったのか伺
う。
また、接種対象者を18歳以下に設定した理由を伺う。
（第２回幹事会）

予防接種助成事業費（小児インフルエンザ）について、新
規に算定する。なお、全比例での設定とし、標準区経費は
標準的な事業モデルにより設定する。事業モデルについて
は、令和7年度予算見込における、単価、接種率及び接種者
数の平均等により設定する。
（第１回幹事会）

現時点で、法定接種化の予定がないことに変わりはない。
平成24年度及び令和5年度財調協議時の都側の考え方は認識
しているが、本事業は、今年度より都において子育て支援
の観点から「小児インフルエンザワクチン任意接種補助事
業」が実施されていることから、従前より助成していた区
に加え、今年度より新たに10区が助成を開始し、全区で実
施している。都知事が令和6年第2回定例会の所信表明でも
「未来の担い手を大切に育むチルドレンファーストの社会
の実現、それは都政における最重点の課題」と述べてお
り、本補助事業は都が特に推進している子育て施策の一環
であることから、都の補助事業は今後も引き続き実施して
いくものであり、各区の助成事業についても、同様に継続
的に実施されるものと考える。これらの点を踏まえると本
事業は、普遍性及びあるべき需要の観点から財調上算定す
べき事業である。
また、都補助基準で事業を実施しているのは4区のみのとこ
ろ、「生後6か月から18歳以下」が9区及び「生後6か月から
15歳以下」が10区であったため、こうした特別区の実態等
を踏まえ、18歳以下までの範囲をもって、標準区を設定し
た。
（第２回幹事会）

36 予防接種費（新型
コロナウイルス）

令和6年度については国から「新型コロナ定期接種ワクチン
確保事業に対する助成事業」として、接種1回あたり8,300
円を助成するとしているが、区側提案における特定財源の
設定方法について伺う。
（第２回幹事会）

令和6年10月より定期予防接種を開始した新型コロナウイル
スワクチンに係る経費について、新規に算定する。なお、
全比例での算定とし、標準区経費については、接種率は特
別区の想定接種率により、単価は三者協単価により、それ
ぞれ設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

37 予防接種費（五種
混合）

平成30年度財調協議における「予防接種費（接種率等）」
において、「今後新たな予防接種を算定する場合において
は、当初は想定接種率等で設定し、1年度の実績が判明した
段階で見直し、3か年度の実績が判明した段階でさらに見直
すことを原則」とし、都区合意している。今回の区側提案
は、都区合意した見直し方法と異なる方法で、経費設定し
ているが、その理由について伺う。
（第２回幹事会）

令和6年4月より定期予防接種を開始した五種混合ワクチン
に係る経費の新規算定並びに四種混合ワクチン及びヒブワ
クチンに係る経費の算定を改善する。なお、全比例での算
定とし、接種率等は平成25年度財調協議における四種混合
ワクチン新規算定時をもとに設定する。
（第１回幹事会）

38 乳幼児健康診査費
（3歳児視力屈折検
査）

屈折検査機器は、法定耐用年数に基づき8年と設定している
が、プリンターも同様に法定耐用年数を基に設定すべきと
考える。また、看護師の単価等について、他検査に従事し
ている職員が含まれているため、精査すべきと考える。
（第２回幹事会）

乳幼児健康診査費（3歳児視力屈折検査）について、新規に
算定する。なお、全比例での設定とし、標準区経費は標準
的な事業モデルにより設定する。事業モデルについては、
検査機器であるスポットビジョンスクリーナーの導入台数
及び医療職の配置人数により設定する。
（第１回幹事会）

39 心身障害者（児）
歯科診療事業費
（歯科診療委託）

本事業は、過去の財調協議において、都側から各区の偏在
性等にも着目すべきとして不調となっているが、偏在性等
について、状況の変化があったのか伺う。
（第２回幹事会）

心身障害者（児）歯科診療事業費（歯科診療委託）につい
て、算定を充実する。なお、全比例での算定とし、標準区
経費は標準的な事業モデルにより設定する。事業モデルに
ついては、歯科診療所を半日開所としている算定を改定
し、開所時間数により設定する。
（第１回幹事会）

本件は、平成4年度の新規算定以降、見直しがなされておら
ず、現行算定と区の実態とで乖離が発生しているものであ
る。
偏在性等の状況については、過去の財調協議時点と比較し
ても大きな変化はない。しかし、現行算定では、特別区全
体での充足率が不足している。
かつ、今後偏在性が解消するという見通しもないことか
ら、今回改めて提案したものである。
今回の提案に当たっては、都側の指摘も踏まえ、偏在性等
の観点から、態容補正での算定も検討したが、偏在性を補
正するための指標が明確ではない点等を踏まえ、見送って
いる。
その上で、今回の経費設定については、単に決算で経費設
定するのではなく、各区の実績を踏まえたモデルにより、
標準区経費を設定したものである。
（第２回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

40 環境施策推進費
（低炭素型社会推
進費）

都において、令和6年度から「区市町村との連携による環境
政策加速化事業」が実施されており、本補助事業を標準区
経費において設定する必要があると考えるが、区側の見解
を伺う。
（第２回幹事会）

低炭素型社会推進費における太陽光発電システム導入補助
等の各補助金の単価及び件数について、特別区の実態を踏
まえ算定を充実する。また、新規に蓄電システム及びＬＥ
Ｄ照明に対する補助メニューを追加する。なお、全比例に
よる算定とし、標準区経費は、標準的な事業モデルにより
設定する。事業モデルについては、各補助メニューの補助
単価と件数により設定する。
（第１回幹事会）

41 予防接種費（子宮
頸がん）

区側提案は、接種率について、新規算定後1か年度の実績に
よる見直しであり、標準的な接種率等を設定したものであ
ると考えられることから、区側提案に沿って整理する。
（第２回幹事会）

予防接種費（子宮頸がん）について、特別区の実態を踏ま
え、算定を改善する。なお、接種率等は、令和5年度実績を
もとに設定する。
（第１回幹事会）

42 予防接種費（ロタ
ウイルス）

区側提案は、接種率について、新規算定後3か年度の実績に
よる見直しであり、標準的な接種率等を設定したものであ
ると考えられる。
なお、令和3年度財調協議において、「接種率を3か年度の
実績が判明した段階で見直す際に、事務費についても改め
て見直すこと」としているが、事務費の具体的な設定方法
について伺う。
（第２回幹事会）

予防接種費（ロタウイルス）について、特別区の実態を踏
まえ、算定を改善する。なお、接種率等は、令和3年度から
5年度実績をもとに設定する。
（第１回幹事会）

43 【単位費用】【態
容補正】環境事業
推進費（路上喫煙
等巡回指導委託）

標準区経費の設定方法については、令和5年度財調協議にお
ける「決算額のみに着目し、標準区経費を設定している区
案は妥当ではない」とした都の考えを踏まえたものであ
り、妥当であると考える。
ただし、委託における時間単価については、各区の経費に
ばらつきがあることから、精査する必要があると考える。
なお、算定の簡素合理化を進めている中、態容補正の新設
は、その必要性を十分に検証すべきと考えるが、新たな態
容補正が必要と考える理由を伺う。
（第２回幹事会）

環境事業推進費に係る路上喫煙等巡回指導委託経費につい
て、特別区の実態を踏まえ、算定を改善する。なお、標準
区経費は、標準的な事業モデルにより設定する。事業モデ
ルについては、巡回指導における人数、巡回時間及び時間
単価等により設定する。また昼間人口において高い相関が
あったことから、昼間人口比率による態容補正を設定す
る。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

44 【態容補正】資源
回収事業費（委託
料）

令和6年度財調協議における区側提案は、標準区経費として
設定されていた容器包装プラスチックに係る経費を、製品
プラスチックに係る経費とあわせて、態容補正で実額によ
る算定とする提案であった。令和6年度財調協議では、「単
に発生した経費の実額をそのまま算定する区案は妥当では
ない」、「標準区経費として設定されていた容器包装プラ
スチックに係る経費を補正化するのであれば、容器包装プ
ラスチック以外の資源回収に係る経費も、標準区経費とし
ての設定が妥当であるのか検証が必要」との考えを示し
た。改めて、今回の区側提案について、令和6年度財調協議
の協議内容を踏まえたものとなっているか伺う。
（第２回幹事会）

資源回収事業費のうち、製品プラスチックに係る資源化経
費について、各区の実態を踏まえ、態容補正により新規に
算定する。
（第１回幹事会）

45 最終処分委託料 埋立処分委託料は、令和5年4月にも改定が行われており、
令和6年度財調協議において、清掃費全体の見直しの中で埋
立処分委託料の改定も反映したところである。改めて、令
和6年4月に改定が行われた経緯について伺う。
（第２回幹事会）

最終処分委託料について、令和6年4月の埋立処分委託料の
改定を踏まえ、算定を改善する。なお、改定内容を踏ま
え、一部固定での算定とし、標準区経費は埋立処分委託料
の新単価と令和4年度埋立実績量により設定する。
（第１回幹事会）

46 労働総務費（高齢
者就労対策事業助
成金）

区側提案は各区の決算額から標準区経費を設定している
が、各区の経費にばらつきがあることから、経費設定の方
法について精査が必要と考える。
（第２回幹事会）

労働総務費（高齢者就労対策事業助成金）について、特別
区の実態を踏まえ、算定を充実する。なお、一部固定によ
る算定とし、標準区経費は決算の回帰分析により設定す
る。
（第１回幹事会）

47 地域公共交通会議
運営費

各区の決算を確認すると、経費が発生しない区が一部存在
するが、その理由について伺う。
（第２回幹事会）

地域公共交通会議運営費について、新規に算定する。な
お、回帰分析の結果を踏まえ全固定での算定とし、標準区
経費は報酬単価、委員数及び会議回数の各区の平均に基づ
き設定する。
（第１回幹事会）

48 交通災害対策費
（自転車走行空間
整備事業費）

自転車走行空間整備事業については、多くの区が事業計画
を策定し実施しており、一定程度の普遍性を確認すること
ができた。
一方、標準区経費について、区側提案は、決算額のみに着
目し経費設定を行っている。本事業については新規整備を
内容とするものであるため、標準区経費の設定に当たって
は、事業完了年度や総事業規模等を踏まえた内容にすべき
と考える。
（第２回幹事会）

自転車走行空間整備事業費について、新規に算定する。な
お、回帰分析の結果を踏まえ全比例での算定とし、標準区
経費は道路面積1㎡当たり経費と道路面積の規模により設定
する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

49 建築行政費 区側提案は、決算額をもとに標準区経費を設定している
が、一部の経費については、区間のばらつきが大きいため
精査が必要と考える。
また、固定費割合については、現行の設定を踏襲している
が、特別区の実態を踏まえた経費全体の見直し提案であれ
ば、固定費割合の変更の必要性も検討すべきと考える。
（第２回幹事会）

建築行政費について、特別区の実態を踏まえ、報酬を除い
た経費全体及び特定財源を見直し、算定を改善する。な
お、現在算定されている事業費については、現行通りの固
定費割合で算定し、新たに設定する経費については全比例
により算定する。
（第１回幹事会）

50 放置自転車等対策
事業費

区側提案は、決算額をもとに標準区経費を設定している
が、一部の経費については、区間のばらつきが大きいため
精査が必要と考える。
（第２回幹事会）

放置自転車等対策事業費について、放置自転車撤去台数が
減少している実態を踏まえ、事業費全体及び特定財源を見
直し、算定を改善する。なお、一部固定による算定とし、
標準区経費は回帰分析により設定する。
本事業においては、近年、放置自転車の撤去に加え、放置
禁止区域内での指導を強化する等、放置自転車対策を充実
させていることから事業費が増加している。一方で、対策
の充実に伴い、放置自転車数が減少しており、放置自転車
数と連動する特定財源について、縮減の見直しを提案する
ものである。
（第１回幹事会）

51 【単位費用】【態
容補正】都市計画
事務費(都市整備調
査委託)

令和2年度財調協議において、「区で行っているまちづくり
事業を進めていくために要する調査関連経費は他で算定し
ているものを除き、都市整備調査委託や地区計画策定調査
委託で算定していること」を都区で確認したところである
が、今回の区側提案にあたり、その認識に変更がないか伺
う。
また、「都市計画決定から事業認可までの市街地再開発準
備組合への助成金等」の助成目的・内容について伺う。
（第２回幹事会）

都市計画事務のうち、都市整備調査委託に係る経費につい
て算定を充実し、都市計画決定から事業認可までの市街地
再開発準備組合への助成金等について、態容補正により新
規に算定する。なお、都市整備調査委託経費については、
回帰分析による結果を踏まえ全固定による算定とし、都市
計画決定から事業認可までの市街地再開発準備組合への助
成金等については、前年度実績を加算する態容補正を設定
する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

52 【態容補正】自転
車駐車場維持管理
費

区側提案は、指定管理者制度を導入している駐輪場以外の
決算額をもとに経費設定しているが、一部の区では、指定
管理者制度の導入を積極的に進めている。事実、制度導入
済の駐輪場と未導入の駐輪場に係る全体面積を比較すると
概ね同規模となっているため、経費設定に当たっては、制
度導入済の駐輪場に係る決算額も加味する必要があると考
える。併せて、決算額については、区間のばらつきが大き
いため精査を行うとともに、過去の協議結果も踏まえて経
費設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

自転車駐車場維持管理費について、自転車乗入台数の減少
を踏まえ、事業費全体及び特定財源を見直し、態容補正の
算定を改善する。
なお、本提案は令和6年度財調協議で不調となった案件と同
趣旨のものである。その際、都側から近年のテレワーク実
施率の状況を踏まえると、単年度決算のみで経費を設定す
ることは妥当ではないとの言及があった。
そこで、都が実施する「テレワーク実施率調査結果」を参
考に、近年のテレワーク実施率とそれに対応する年度の各
区決算額について改めて分析を行ったところ、強い相関は
見られなかった。また、近年の各区の決算についても、大
きな変化はなく平準化されていることが確認できたため、
今回、複数年度の決算をもとに経費を設定した。
（第１回幹事会）

53 【小・中学校費】
学校運営費（学習
状況調査費）

令和4年度財調協議において、国が小学校6年生及び中学校3
年生を対象に実施する調査と区が独自に行う調査は同一の
目的であると判断しているところであるが、改めて国と区
の調査目的の違いを伺う。
（第２回幹事会）

学習状況調査費について、新規に算定する。なお、全比例
での算定とし、標準区経費は回帰分析により設定する。
（第１回幹事会）

54 【小・中学校費】
学校職員費（区費
非常勤栄養職員）

食物アレルギーを有する児童・生徒の増加や、「学校給食
における食物アレルギー対応指針」などを踏まえた、学校
給食における安全・衛生管理の重要性については、都とし
ても認識している。
一方で、栄養教諭等については「公立義務教育諸学校の学
級編制及び教職員定数の標準に関する法律」により、学校
における標準的な配置人数が設定されている。
具体的には、児童又は生徒数550人以上の学校に1人配置、
549人以下の学校は4校に1人配置となっている。
この点については、平成26年度財調協議や令和5年度財調協
議においても述べたところであるが、区側提案は同法を踏
まえた提案となっているのか、区側の見解を伺う。
（第１回幹事会）

完全給食単独実施校について、栄養職員を含む栄養教諭等
が各校1名配置となるよう、区費で栄養職員を配置している
もので、特別区の実施状況を踏まえ、新規提案する。
統計によれば、令和5年度の食物アレルギーを有する児童・
生徒は区部で約2万人、1校当たり平均17人となっており、
10年前と比較して2倍に増加している。
平成24年に都内公立小学校で発生した食物アレルギーを有
する児童の死亡事故を受け、文部科学省が平成27年に策定
した「学校給食における食物アレルギー対応指針」では、
安全性確保のため、原因食物の完全除去対応を原則とする
とされたところである。
こうした中で、栄養教諭等については、食物アレルギーを
有する児童・生徒に対する除去食等のきめ細やかな対応が
必要であり、学校給食における安全・衛生管理の観点か
ら、各校1名配置が必要と考える。
普遍的な配置実態も踏まえ、各校1名配置となるよう区費で
配置している栄養職員を算定すべきと考えるが、都側の見
解を伺う。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

55 【小・中学校費】
学校給食費保護者
負担軽減事業費

学校給食費の無償化は、子育て世帯の負担軽減の必要性を
踏まえ、令和6年度より「東京都公立学校給食費負担軽減事
業」を開始したところである。区側提案は当該都補助事業
の交付申請の考え方に沿った内容としているが、算定額が
都補助の水準を上回っており、経費設定の方法について精
査する必要がある。
（第２回幹事会）

学校給食費保護者負担軽減事業費について、新規に算定す
る。なお、全比例での算定とし、標準区経費は「東京都公
立学校給食費負担軽減事業」における交付申請等を踏ま
え、1食当たり保護者負担軽減額、対象児童数及び給食実施
日数により設定する。
（第１回幹事会）

56 コミュニティス
クール運営費

区側提案は、平成30年度財調協議の結果を踏まえ、コミュ
ニティスクールのみの経費として提案がされているが、コ
ミュニティスクール以外の経費が一部含まれるなど、標準
区経費の精査が必要である。
なお、区側提案では、令和6年度財調協議において合意した
「地域学校協働活動推進事業費」と関連があるものとし
て、本事業における測定単位を「地域学校協働活動推進事
業費」と同様の「児童生徒数」として提案がなされてい
る。しかし、学校運営協議会の設置場所は、基本的に学校
単位となることから、小学校費、中学校費ともに測定単位
を学校数とすることが妥当であると考える。
（第２回幹事会）

コミュニティスクール運営費について、新規に算定する。
コミュニティスクールとは、「地方教育行政の組織及び運
営に関する法律」に基づき、学校運営協議会を設置してい
る学校のことをいい、学校と地域住民等が力を合わせて学
校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある
学校」への転換を目指すものである。
なお、全比例での算定とし、標準区経費のうち報酬につい
ては、報酬単価、委員数及び年間実施回数の実施区平均に
より設定し、需用費については、児童生徒数1人当たり経費
と児童生徒数の規模により設定する。
（第１回幹事会）

57 私立幼稚園要支援
児対応経費

私立幼稚園が実施する障害児の受け入れに対しては、既に
私学助成等による運営費補助がされている。区側提案は、
要支援児の受け入れに対する経費としているが、私学助成
等による運営費補助の趣旨と同様のものであり、各区が上
乗せで補助を行うことについては、各区がそれぞれの政策
判断に基づき、自主的に行っているものと考える。
（第２回幹事会）

私立幼稚園要支援児対応経費について、新規に算定する。
なお、全比例での算定とし、標準区経費は回帰分析により
設定する。
（第１回幹事会）

58 私立幼稚園等保護
者負担軽減事業費

本事業については、これまでも複数回にわたり区側から提
案がされているものである。
今回の区側提案についても、これまでの協議で述べてきた
とおり、「合理的かつ妥当な水準」である都事業の上乗せ
として実施していることに変わりはないものであり、財調
上の「あるべき需要」ではないと考える。
（第２回幹事会）

私立幼稚園（新制度未移行園）等に通う園児の保護者にお
ける経済的な負担を軽減し、公・私立幼稚園間の負担格差
の是正を図るために実施している区単独の保育料補助及び
入園料補助について、新規に算定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

59 電子書籍サービス
事業費

本事業は、現行算定している図書館管理費と関連する事業
と考えられ、新規事業ではなく、図書館管理費の中で算定
すべきと考えるが、区側の見解を伺う。
また、標準区経費の設定において、実施区のみの平均とし
ており、合理的かつ妥当な水準とは言えないことから、精
査が必要である。
（第２回幹事会）

電子書籍サービス事業費について、新規に算定する。な
お、全固定での算定とし、標準区経費は実施区の平均によ
り設定する。
（第１回幹事会）

60 パラスポーツ推進
事業費

本事業について、各区の実施状況から、事業自体の普遍性
は確認ができたが、各区の決算額にばらつきがある。ま
た、標準区経費の設定において、実施区のみの平均として
おり、合理的かつ妥当な水準とは言えないことから、精査
が必要である。
（第２回幹事会）

パラスポーツ推進事業費について、新規に算定する。な
お、全固定での算定とし、標準区経費は実施区の平均によ
り設定する。
（第１回幹事会）

61 【小・中学校費】
学校運営費（教育
用コンピュータ整
備費）

本事業は、令和3年度財調協議において国の補助制度に基づ
く単価等により、標準区経費を設定している。区側提案
は、国のＧＩＧＡスクール構想第2期における制度改正を踏
まえた暫定的な対応として、経費設定を新たな国補助上限
額に更新するものであり、妥当な単価であると考える。
なお、同制度改正に伴い、児童生徒に一人一台を配備する
台数に加え、予備機を15％以内とするという方針が示され
た。
この点について、方針は15％以内となっているが、最大値
である15％として経費設定をした理由を伺う。
（第２回幹事会）

児童・生徒一人一台の教育用コンピュータ整備費につい
て、算定を充実する。なお、国のＧＩＧＡスクール構想第2
期における制度改正を踏まえた暫定対応とし、標準区経費
は改正後の国補助上限を踏まえて設定する。
（第１回幹事会）

62 【小・中学校費】
学校運営費（自動
車借上等）

区側提案は、改定時期を踏まえ、令和6年度決算見込額を使
用し、標準区経費を設定しているが、決算見込額では妥当
性に欠けると考える。契約額で経費設定を行うなど、精査
が必要である。
また、23区総体の充足率が100％を超えるべきではないと考
えるため、標準区経費の精査が必要である。
（第２回幹事会）

学校運営費の自動車借上等に係る経費について、令和5年8
月に施行された国土交通省の貸切バス公示運賃改定を踏ま
え、算定を充実する。なお、全比例での算定とし、標準区
経費は回帰分析により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

63 【小・中学校費】
学校職員費（ス
クールカウンセ
ラー報酬）

本事業は、平成29年度財調協議においても区側より提案が
なされ、協議不調となった事業であるが、前回の提案から
変更した点を伺う。
また、前回の協議でも述べたとおり、区立小・中学校のス
クールカウンセラーについては、都費負担により全校分の
配置をしていることから、都の配置を超える経費について
は、各区が政策的な判断で行っているもので、基準財政需
要額として算定すべきではないと考えているが、都費によ
る配置状況に変化があったのかを伺う。
（第２回幹事会）

小学校費の学校職員費のスクールカウンセラーに係る経費
について、配置校数を全校とし、算定を充実するととも
に、中学校に係るスクールカウンセラーの配置経費を新規
に算定する。なお、全比例での算定とし、報酬月額は実施
区平均により設定する。
（第１回幹事会）

64 【中学校費】学校
職員費（部活動指
導員報酬）

区側提案は、部活動指導員を単独で見直す提案となってい
るが、令和4年度財調協議において述べたとおり、業務内容
が類似している部活動講師の活用状況も確認する必要があ
ると考える。
なお、部活動指導員の経費設定に当たっては、都の補助事
業が実施されており、この都補助単価が合理的かつ妥当な
水準であると考える。
（第２回幹事会）

部活動指導員報酬に係る経費について、算定を充実する。
なお、全比例での算定とし、標準区経費は実施区平均によ
り設定する。
（第１回幹事会）

65 教育相談事業費
（いじめ・教育相
談員及び適応指導
教室指導員報酬）

いじめ・教育相談員及び適応指導教室指導員については、
不登校児童・生徒数が増加している状況を踏まえ、見直し
は妥当と考える。
なお、標準区経費の設定方法については、実施区のみの平
均や回帰分析としており、合理的かつ妥当な水準とは言え
ないことから、精査が必要である。
（第２回幹事会）

教育相談事業費のいじめ・教育相談員及び適応指導教室指
導員に係る経費について、算定を充実する。なお、一部固
定とし、報酬月額は実施区平均により、人数は回帰分析に
より、それぞれ設定する。
（第１回幹事会）

66 音楽鑑賞教室 本事業は、昭和54年に財調算定されてから、長らく見直さ
れていない事業であり、平成30年度財調協議において、区
側から見直し提案がなされたが、協議不調となった事業で
ある。そこで、平成30年度財調協議以降において、状況の
変化があったかを伺う。
また、区側提案は、令和4年度及び令和5年度の決算平均を
使用し、標準区経費を設定しているが、実施区のみの平均
としていることや各区の実施状況にばらつきが見られ、精
査が必要と考える。
（第２回幹事会）

音楽鑑賞教室に係る経費について、算定を充実する。な
お、全固定での算定とし、標準区経費は音楽以外の芸術鑑
賞も含めた経費の実施区平均により設定する。
（第１回幹事会）
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基準財政需要額の調整項目（つづき）

項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

67 放課後子ども教室
推進事業費

本事業について、区側から繰り返し提案がある事業ではあ
るが、過去の協議でも述べているとおり、都補助制度に
沿った算定が「合理的かつ妥当な水準」であると考える。
（第２回幹事会）

放課後子ども教室推進事業費について、特別区の実態を踏
まえ、業務委託による設定に見直すとともに算定を充実す
る。なお、全比例での算定とし、標準区経費は回帰分析に
より設定する。
（第１回幹事会）

68 スポーツ推進計画
策定経費

区側提案は、計画策定期間を現行算定の10年計画から5年計
画へ見直すこととしているが、その理由について区側の見
解を伺う。
また、標準区経費の設定方法については、計画策定区のみ
の決算平均を取っていることなどから、精査が必要である
と考える。さらに、策定委員会に要する経費について、各
区の歳出合計から割り返して報酬単価を設定しているが、
各区の実績を踏まえ設定すべきと考える。
（第２回幹事会）

スポーツ推進計画の策定に係る経費について、算定を充実
する。なお、全固定での算定とし、標準区経費は計画策定
区の平均により設定する。また、各区の実態を踏まえ5年計
画とし、毎年5分の1ずつ算定する。
（第１回幹事会）
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３その他関連する項目

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

1 都区連携経費 現在の東京には、少子高齢化や国際競争力の強化など、我
が国が先送りしてきた課題が社会の至るところで先鋭化し
ている。
こうした東京の都市課題を共有し、共に学び合う場とし
て、今年度はこれまでに2回、「都区連携の勉強会」を開催
し、各区長と都の副知事等とが議論を交わしたところであ
る。
都としても、課題解決のためには、都区の緊密な協働と連
携が不可欠であると認識している。
区側からは、「将来にわたって都と区で連携して取り組む
必要がある特別区の財政需要について、基準財政需要額に
算定するよう提案」する旨発言があった。
まずは、具体的にどのような経費を基準財政需要額として
算入することを想定しているのか、区側の見解を伺う。
（第１回幹事会）

特別区は、首都直下地震への備えなど、大都市特有の膨大
な行政需要を抱えており、取り組むべき課題が山積してい
る。
このような課題への取組には、非常に長い時間と多額の費
用を要することとなり、将来を見据え、中長期にわたり安
定的・継続的に取り組んでいく必要があり、課題解決のた
めには、都区の緊密な協働と連携が不可欠である。
このため、将来にわたって都と区で連携して取り組む必要
がある特別区の財政需要について、基準財政需要額に算定
するよう提案する。
具体的には、「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト」などを踏
まえた災害対応等経費、「少子化対策の推進に向けた論点
整理 2024」などを踏まえた少子化対策経費、「ゼロエミッ
ション東京戦略」などを踏まえた脱炭素関係経費を提案す
る。
今年度、2回にわたり、「防災」や「ⅮⅩ」をテーマとし
て、都区で連携していくための勉強会が開催されており、
様々な課題に対して、都区で連携して取り組む必要性につ
いては認識が一致しているものと考えているので、是非、
前向きな検討をよろしくお願いする。
（第１回幹事会）

2 勤勉手当支給に伴
う会計年度任用職
員経費の単価の見
直し

地方自治法の改正により、会計年度任用職員に対する勤勉
手当の支給が可能となった。今回の区側提案では、勤勉手
当の反映と併せて、今年度、区側で実施した調査に基づく
報酬単価の設定や、通勤手当の引き上げによる報酬月額の
見直しを行っているが、その理由について伺う。
（第２回幹事会）

地方自治法の改正により、令和6年度から会計年度任用職員
に対して、勤勉手当を支給することが可能となったことか
ら、報酬額に勤勉手当を反映させるとともに、勤勉手当等
の基礎となる報酬月額について、特別区の実態を踏まえ見
直しを行い、算定を改善する。
（第１回幹事会）

3 定年引上げに伴う
標準給の見直し

定年の段階的引上げの実施に伴い、60歳を超えて定年まで
任用される職員が発生しており、反映が必要なことは、都
側としても認識しているが、具体的にどのように財調に反
映させるのか伺う。
（第２回幹事会）

「国家公務員法等の一部を改正する法律」の施行による定
年の段階的引上げの実施に伴い、60歳に達した職員の給与
水準が新たに設定されたため、標準給に定年引上げによる
影響を反映し、算定を改善する。
（第１回幹事会）
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３その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

4 【投資】投資的経
費の見直し（建築
工事）

投資的経費については、平成25年度財調協議で全体的な見
直しを行って以来、大きな見直しを行えていないため、都
側としても、現下の社会・経済状況や各区の実態等を踏ま
えた見直しの必要性を認識している。
令和5年度財調協議において、投資的経費の見直しに関する
区側提案がなされたが、標準事業規模や単価設定の方法等
について、検証が不足しているという課題を都から提示
し、全体的な見直しは不調となっている。
今回の区側提案は、令和5年度財調協議の結果等を踏まえ、
需要費全体を検証した上で、取りまとめたものとのことで
ある。
そこでまず、区側提案における改築単価の設定方法につい
て、都の見解を申し上げる。
区側は、改築単価について、「標準建物予算単価」を用い
た現行モデルと比較し、各区の決算を基礎とした単価に見
直すこととしているが、3つの理由から妥当ではないと考え
ている。
まず、単価設定に用いている各区工事実績の決算額につい
て、1㎡当たりの単価を確認すると、一例ではあるが、公衆
便所の外構工事費は4万円から1,123万円と、約281倍もの開
きがある。本事例以外についても、工事ごとの決算額にば
らつきがあるため、これらの単価差の検証および精査がさ
れていないデータを基にした区案は妥当ではない。
次に、区案は決算を基礎とした単価に、今後見込まれる需
要として、週休2日対応費などの補正を乗じることとしてい
る。各区では既に週休2日に対応した工事を実施しており、
決算額もそれを踏まえた金額となっているため、決算額と
補正で内容が重複している。
（つづきあり）

投資的経費の建築工事単価については、東日本大震災後の
工事費の高騰等が反映できていないことから、依然として
特別区の実態とは大きな乖離が生じており、見直しが急務
となっている。
今年度の区側提案は、過去の協議における都側の意見や、
令和5年度財調協議の結果を踏まえ、単価の比較のみに留ま
らず、標準事業規模や年度事業量等を含めた、需要費の全
体を検証した上で、取りまとめたものである。
第一に、標準事業規模については、令和5年度財調協議に
て、令和3年度末時点の各区の実態に対し、令和4年度算定
事業規模の充足率は100.4％となっていることから、充足し
ているとして提案を見送った。今回、改めて費目ごと・施
設ごとに検証した結果、概ね充足していることが確認でき
た。個別に検証しても大幅な乖離は見られないことから、
今回も提案を見送るものとしている。
第二に、年度事業量のうち、学校の校舎については、各区
の長寿命化計画の方針等を踏まえ、現行の47年から80年に
見直すとともに、長寿命化改修工事に係る経費の新規算定
を提案する。
また、改修の回数については、20年目に1回目の大規模改
修、40年目に長寿命化改修、60年目に2回目の大規模改修を
行うものとして標準区モデルを設定している。
なお、その他の施設については、各区の長寿命化計画の方
針等にばらつきがあること、国から示されている客観的な
モデルがないこと、前回の協議時から大きな状況の変化が
見られないこと等から、今後の状況を踏まえて再度検討す
るものとして、現行の年度事業量の設定を据え置く。
（つづきあり）
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３その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

【投資】投資的経
費の見直し（建築
工事）
（つづき）

最後に、区案では単価設定に、各区の実態である決算額を
用いることとしている一方、年度事業量は実態ではなく、
長寿命化を導入するとしている学校校舎を除き、現行の設
定である「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」等に
よる数値で据え置くこととしている。
この点について、決算額を用いるのであれば、各施設の実
際の供用年数も考慮すべきと考える。事実、区の調査結果
を確認すると、省令の耐用年数を超えて供用している施設
が多数存在しており、それらを踏まえた単価設定としなけ
れば、過大な算定に成りかねない。
以上より、各区の決算を基礎とした単価設定は妥当ではな
く、客観的な指標である「標準建物予算単価」を用いた現
行モデルを改良する形で見直すべきと考えるが、区側の見
解を伺う。
（第１回幹事会）

第三に、算定上の単価のうち、改築単価については、特別
区の実態を踏まえ、各区の決算を基礎とした単価に見直す
こととする。令和5年度財調協議にて、都側から、「改築単
価の設定方法を見直すのであれば、まずは平成25年度の見
直しにおいて都区で合意した設定方法とは異なり、区の決
算単価を用いることが妥当であることを検証する必要があ
ると考える」との発言があった。それを受け、現行算定の
ベースとなっている「平成25年度用東京都標準建物予算単
価」における単価を、令和7年度用のものに更新し、現行モ
デルの検証を行ったところ、校舎における1㎡当たりの単価
について、決算単価と現行モデル単価の間に10万円以上の
乖離が生じていることから、改めて各区の決算を基礎とし
た単価に見直すことを提案する。さらに、今後見込まれる
需要として、資材価格等の急激な高騰を見込んだ補正であ
る特別補正費、週休2日対応費、ＺＥＢ（ゼブ）化費用を掛
け合わせた21.1%を決算単価に上乗せして提案する。また、
改修単価については、学校の校舎は、文科省のモデル等を
踏まえ、長寿命化改修単価を改築単価に0.6を乗じた額、大
規模改修単価を改築単価に0.25を乗じた額とすること、ま
た、その他の施設は、現行の工種ごとに積算する方法を継
続しつつ、近年の工事単価の伸びを反映するため、平成26
年度から令和6年度までの東京都標準建物予算単価上昇率を
乗じた額とすることを提案する。併せて、改築及び改修単
価については、今後、継続して特別区の実態を反映するた
め、東京都標準建物予算単価の上昇率に基づき改定される
よう、物騰率の算出方法を改めることを提案する。
施設の老朽化対策は特別区の喫緊の課題であり、首都直下
地震等をはじめとした災害に備えるためにも、本経費の適
切な算定は重要であると考えているので、是非、前向きな
検討をお願いする。
（第１回幹事会）
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３その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

【投資】投資的経
費の見直し（建築
工事）
（つづき）

区側から、「現行モデルの改良についても並行して検討し
ていくことに異論はない」との発言があった。
都としては、今回区側が示した「標準建物予算単価」を用
いた単価モデルの検証結果をもとに、これを改良して見直
すべきとの観点から、次回見解を示す。
また、今回述べた単価以外に関する区側提案の内容につい
ては、令和5年度財調協議で提起した課題に対し、一定の検
証がなされたものと認識をしているが、十分な水準には
至っていないと考えている。この点についても、次回以
降、都側の考え方を示す。
（第１回幹事会）

都側から、現行モデルを改良する形で議論することについ
て提案があった。
繰り返しになるが、区側としては、特別区の実態を表して
いるのが、各区の工事実績における決算単価と考えてい
る。このため、改築単価については、各区の決算を基礎と
した単価による見直しが、妥当な設定であると考えてい
る。
また、経費のばらつきについて発言があったが、経費が計
上されている以上、金額の多寡に関わらず、財調に反映す
べき特別区の実態であり、積算の基礎とするのは当然と考
えている。
一方、現行の建築工事単価は特別区の実態と大幅な乖離が
生じており、見直しが急務となっている。
都区双方で見直しの必要性を認識しており、議論を円滑に
進める観点から、次回以降、現行モデルの改良についても
並行して検討していくことに異論はない。
（第１回幹事会）

5 労務単価上昇への
対応経費

現在財調算定されている委託料については、公共工事設計
労務単価が直接影響するものだけでなく、窓口委託や業務
補助委託、システム保守等、様々な経費が含まれている。
そのため、委託料については、特定の経費を除き、特別区
人事委員会勧告で示される公民較差率等を参考に物騰率を
設定しており、民間給与の実態を加味した適切な額が、毎
年、財調算定されていると認識している。
事実、今回の提案で区が示した「厚生労働省毎月勤労統計
調査（調査産業計の給与）」の指数と、委託料にかかる財
調上の物騰率の指数を比較しても、大きな差はない。
また、区側提案は、現在財調算定されている委託料全額に
対し、労務単価上昇を踏まえた加算を行うのみで、労務単
価上昇が与える財調上の影響について、詳細に分析できて
おらず、現時点で見直しの必要性を判断することはできな
い。
（第２回幹事会）

「厚生労働省毎月勤労統計調査」によると、近年、労務単
価の上昇が見られ、特別区の行財政運営にも影響を与えて
いる。
そのため、都区財政調整においても、一定の対策を講じる
必要があることから、委託料について、通常の物騰率の適
用に加え、労務単価の上昇を踏まえた一定の加算を行うこ
とを求める。
具体的には、「厚生労働省毎月勤労統計調査（調査産業計
の給与）」と通常の物騰率における指数の差を臨時的に加
算する。
（第１回幹事会）
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３その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

6 特別交付金 特別交付金の割合については、平成19年の都区協議会にお
いて、条例の本則を2％から5％に変更する改正条例文案を
提示して都区で合意し、改正したものである。
各区においては、その地理的、社会的、経済的諸条件によ
る様々な行政課題に対応するために、その時々の状況に応
じて独自性を発揮した多種多様な事業に取り組んでおり、
こうした各区の特別な財政需要を受け止めるものが特別交
付金である。
近年の特別交付金の申請状況を見ても、区ごとに異なる財
政需要が、5％を大きく超える規模で毎年申請されている。
次に、「算定の透明性・公平性の向上」についての発言が
あった。
特別交付金の算定ルールについては、都側で一方的に策定
したものではなく、都区で議論を積み重ね合意したもので
あり、透明性・公平性の確保の観点からも、問題はないと
考えている。なお、都区双方が改正する必要があると判断
した場合は、財調協議により、都区合意の上で、算定ルー
ルの改正を行うものと認識している。
また、区側から示された、「算定項目『Ｃ－イ』に係る精
算基準の見直し」については、次回、都側の見解を述べさ
せていただく。
（第１回幹事会）

1点目は、「特別交付金の割合の引き下げ」についてであ
る。
現行割合の5％については、平成19年度財調協議において、
配分割合を55％とすることと合わせて、特別交付金の割合
を2％から5％に変更する案が都から突然示され、都側が配
分割合変更とセットであるとして譲らなかったため、止む
を得ず暫定的に受け入れたものである。法人住民税の一部
国税化やふるさと納税制度等の不合理な税制改正による減
収に加え、長引く物価高騰の影響も重なり、特別区の財政
は先行きが依然として不透明な状況である。このことを踏
まえ、各区が安定的な財政運営を行うためにも、可能な限
り、算定内容が客観的かつ明確に規定されている普通交付
金による対応を図るべく、割合を2％に引き下げることを求
める。
2点目は、「算定の透明性・公平性の向上」についてであ
る。
第1回財調協議会でも触れたが、特別交付金は、これまで財
調協議により、都区で合意したルールに基づいて運用され
てきたものと認識している。そのため、改正する必要があ
ると判断した場合は、財調協議により、都区で合意の上、
改正が行われるという認識だが、都側の見解を伺う。
（つづきあり）
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３その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

特別交付金
（つづき）

次に、算定項目「Ｃ－イ」に係る精算基準の見直しについ
てである。論点メモをご覧いただきたい。
算定項目「Ｃ－イ 普通交付金算定対象外施設に係る老朽
化への緊急対応」の算出方法は、財調単価による算定もし
くは実績額による算定のいずれか少ない額となっている。
このうち、複数年度にわたる事業で分割交付を受けている
ものは、実績額による算定の場合にのみ精算されることと
なっており、財調単価による算定の場合には、実施されて
いない。昨今、各区において、建築資材の高騰等に伴い当
初より工事費が増加する案件が発生していることから、工
事費増に係る部分について、実績額による算定と同様に財
調単価による算定の場合でも対応していく必要があると考
える。そこで、事業終了年度に財調単価による算定が実績
額による算定を下回る場合で、実績額が増加し、かつ事業
終了年度の財調単価が申請年度から増加したときは、事業
終了年度の財調単価に整備面積を乗じた額と既に交付した
額との差分で精算するよう、算定ルールの見直しを提案す
る。なお、本件は早急に対応する必要があることから、都
区で合意がなされた際は、今年度から適用することを求め
る。
（第１回幹事会）
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３その他関連する項目（つづき）

№ 項目 都の考え方 区の考え方 協議結果

7 都市計画交付金 第1回財調協議会でも申し上げたが、都としても、特別区に
おける都市計画事業の円滑な実施は重要であると考えてい
る。
そのため、都はこれまでも、各区に現状や課題などを伺い
ながら、対象事業を順次拡大するなど、様々な見直しを図
るとともに、予算の増額にも取り組んできた。
今後も引き続き、各区における都市計画事業の実施状況な
どを勘案しつつ、適切に対応していく。
（第１回幹事会）

都市計画交付金は、本来基礎自治体が行う都市計画事業の
財源である都市計画税が特別区の区域においては都税とさ
れている中で、特別区が行う都市計画事業の財源として活
用できるよう、設けられているものである。
近年、都市計画税は、増収傾向にあり、平成29年度から令
和5年度にかけて約482億円の増収となっているにもかかわ
らず、都市計画交付金予算額は、200億円に据え置かれ、都
市計画税に対する比率は、令和5年度は7.2％となってお
り、年々低下し続けている。
さらに、交付率に上限があることから、事業の一部にしか
充当できない状況にある。
今後も市街地再開発事業の進展を始めとする、特別区の都
市計画事業の増加に伴い、現在の交付金総額200億円では、
更なる特別区の一般財源負担と財調財源への圧迫が見込ま
れる。
区側としては、都市計画税本来の趣旨を踏まえ、都区の都
市計画事業の実施割合に見合うよう、交付金総額を拡大す
ること、全都市計画事業を交付対象化すること、交付率の
上限撤廃及び都市計画公園整備事業に係る単価の算定方法
を改善することを提案する。
また、都市計画事業の都区の実施実態について、従前から
必要な情報の提示を求めているが、応じていただけていな
い。都区の都市計画事業の実施割合に見合った交付金総額
について、都区で協議を行うにあたっては、都区が行って
いる都市計画事業の実施実態や都市計画税の充当状況を検
証することが不可欠である。
平成19年度財調協議までは、財調協議の場を中心に、交付
金の対象事業の見直し等について整理してきた経緯がある
が、それ以降の財調協議においては、都側から財調協議の
中で直接議論するものとは考えていない等という見解が示
され、実質的な議論ができていない。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るためには、都区双
方が協力し、円滑に都市計画事業を執行することが必要で
ある。都市計画交付金について、積極的に議論を重ね課題
解決に臨みたいと考えるため、是非とも前向きに協議に応
じていただくよう、お願いする。
（第１回幹事会）
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№ 確認事項等

1
・「費目ごと・施設ごとに検証した結果、概ね充足している」と結論付けているが、100％を大き
く超えている施設等が含まれているため、再度検証すべきである。

2
・「費目ごと・施設ごとに検証」としているが、現行算定はメニュー方式を導入している点を踏
まえ、メニューごとの分析を実施すべきである。

3
・調査結果について、過大／過少な規模を持つ施設が含まれているため、精査を実施すべきであ
る。

4
・固定費割合について未検証となっているが、施設の性質や区の実態等を踏まえて見直しを実施
すべきである。

5 ・調査結果の集計等に疑義があるため、精査が必要である。

6
高齢者福祉施設
（老人福祉施設）

・財調上の老人福祉施設は、「老人憩いの家」「老人福祉センターB型」と整理されている。
・区案は実態を基に規模を設定しているが、これらの施設は国通知により１施設当たりの標準的
な規模が設定されているため、当該通知に基づき、495㎡を超過する施設は異常値として精査をす
べきである。

7 ・施設の配置実態を踏まえ、標準施設への追加を検討すべきではないか。

8
（標準施設へ追加する場合）
・未設置区があるが、センターが担う業務はどこで行っているのか。

9
（標準施設へ追加する場合）
・本施設に関する経常的経費は「介護保険事業助成費（繰出金）」として、標準算定されている
が、投資的経費も繰出金という形態になるのか。

10
高齢者福祉施設

（高齢者在宅サービ
スセンター）

・「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」において、利用定員に応じ
た、食堂・訓練室に係る基準が存在しているが、これを活用した規模設定としない理由を伺う。

11
児童福祉施設

（放課後児童クラ
ブ）

・放課後児童クラブの規模については、直近の見直しにおいてプレハブ施設を除いた面積で設定
している。今回の調査結果には、プレハブ施設が含まれており、そのまま見直しに用いるべきで
はない。

12
・認定こども園について、現行算定では教育費で１号認定のみを対象としているが、２～３号認
定分について態容補正の追加を検討する必要はないか。

13
（２～３号認定分を追加する場合）
・認定こども園について、園庭及びフェンスの算入を検討する必要はないか。

14

（２～３号認定分を追加する場合）
・現行算定における認定こども園は、「保育所型」及び「幼保連携型」と設定されている。
・この点について、調査時点での区の実態と直近の傾向を踏まえて、「幼保連携型」への統一を
検討すべきと考える。

15

（２～３号認定分、園庭／フェンスを追加する場合）
・現行算定における認定こども園の規模については、「公立学校施設費国庫負担金等に関する関
係法令等の運用細目」に基づき設定されているが、当該資料は１号認定分を対象としている。
・２～３号認定分を追加する場合には、「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及
び運営に関する基準」を踏まえ、１～３号認定分の規模を設定することを検討すべきである。

16 衛生費
保健衛生施設

（保健所（衛生検査
センター含む））

・設置義務がある施設だが、対象区が全区ではない理由は何か。

17 清掃費 車庫
・車庫について、大規模改修経費のみの経費設定となっている。
・この点について、車庫の実態を踏まえ、例えば屋外ではなく、建物内に存在する車庫が普遍的
である場合は、「清掃事務所及び清掃事業所」と一本化も検討すべきと考える。

18

・校庭について小学校設置基準及び中学校設置基準を踏まえ、見直しの必要の可否を検討すべき
と考える。
・また、校庭面積の変更に伴い、フェンスも合わせて見直しの必要の可否を検討すべきと考え
る。

19

（フェンスを見直す場合（校地面積の設定））
・財調上の標準規模は延べ床面積と認識している。校舎の敷地面積を算出する場合、「標準建物
予算単価」では、学校校舎は４階という設定であることから、校舎の標準規模を階数で除したも
のが校舎の敷地面積と考える。

20

（フェンスを見直す場合（校地面積の設定））
・校地面積に給食室面積を含めるか整理が必要になる。
・給食室は校舎の国庫補助基準面積に含まれず、また、現行の大規模改修の単価の積算では、給
食室に「屋上防水」や「外壁」が組み込まれていることから、財調上は独立した建物であり、校
地面積に含めるべきと考える。

投資的経費の見直しに係る区側提案に対する都側論点メモ

対
象
施
設
・
規
模

項目

共通

民生費

高齢者福祉施設
（地域包括支援セン

ター）

【態容補正】
認定こども園

各
費
目

教育費
小学校・中学校

（校庭・フェンス）

1



№ 確認事項等項目

21
小学校・中学校

（校庭・フェンス）

（フェンスを見直す場合（校地面積の設定））
・校地面積におけるプールの取扱いについては、校舎等に内蔵されたプールの設置状況を考慮す
べきと考える。

22 ・幼稚園について、園庭及びフェンスの算入を検討する必要はないか。

23

（園庭/フェンスを見直す場合）
・財調上の標準規模は延べ床面積と認識している。幼稚園舎は、平成25年度財調協議における改
築単価の積算の作りを確認すると、標準建物予算単価の「庁舎（２階）」を適用していることか
ら、財調上における幼稚園は２階建てとして整理すべきと考える。
・また、小学校・中学校のフェンス設定方法と同様に、幼稚園の敷地全体の面積を算出し、フェ
ンス面積を設定することを検討すべきと考える。

24 ・「管理棟等」には、何が含まれると整理しているか。

25
・現行の標準規模における施設数は「１」となっているが、この施設数は複数の運動場等におけ
る管理棟を集約して便宜的に「１」としているという理解でよいか。

26 ・特別支援学校及び養護学園について、見直しを検討すべきと考える。

27
・現在の態容補正は、１校当たりでの補正式になっているが、小学校費の態容補正Ⅲにおいて、
学級数や児童生徒数等による算定を検討する余地はあるものと考えているが、見解を伺う。

28
・特別支援学校等の校舎面積を国庫補助基準の準用とする場合、寄宿舎については、収容児童生
徒数から面積を算出するため、寄宿舎の収容人数の設定方法の検討が必要になるが、見解を伺
う。

29
【態容補正】
武道場

・現行の武道場面積は400㎡と設定されているが、これは区の武道場の設置状況と学校施設環境改
善交付金の交付対象床面積の上限の加重平均により設定をしている。
・現在の設置状況を踏まえて、見直しの必要性を検証すべきである。

30
・現行算定の「給食室」「雨水有効利用設備」については、校舎と一体的な施設として長寿命化
の対象となるという理解でよいか。

31

・「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（文部科学省）」の長寿命化のイメージで、長寿命
化改修には「社会的要求水準（耐震・省エネ等）」と記載がある。これは長寿命化工事の効用・
目的として、この水準を満たすものと定義していると読めるが、長寿命化工事に「耐震工事、省
エネ工事」も含まれると考えてよいか。また「等」とあるがこれは何を指すのか。

32
・態容補正の対象である「特別支援学校」及び「養護学園」についても、合わせて長寿命化を導
入すべきと考える。

33 元利償還金 ・元利償還金の積算に用いる年度事業量について、長寿命化の導入を反映すべきである。

34 その他 その他施設

・長寿命化については、全ての区で実施が予定されており、「その他施設」でも実施することが
想定されているため、本来は財調上に導入することが望ましいと考える。
・一方で、区側が示したとおり、経費設定や耐用年数の設定に関する考え方については、各区で
共通して参照している客観的な指標等が存在しないことに加え、現時点では長寿命化工事の実施
件数が少ない状況であり、単純に導入することは困難であるという点については同意する。
・しかし、各区の計画上、長寿命化を実施していく予定となっている中、財調上は長寿命化を実
施しない状態で、改築経費を算定し続けることは、過大な算定となっていくと言わざるを得な
い。
・今回の見直しにおいては、上述のとおり単純に導入することは困難と結論付けざるを得ない
が、個々の区においては、経費設定等の考え方として、客観的な指標を参照している事例がある
ことから、さらなる検討の余地も残されている。
・よって、将来的に長寿命化工事の実績が積み重なることを単に待つのではなく、長寿命化の導
入に向けた検討を引き続き行うべきと考えるが、見解を伺う。

35 その他 教育費 屋内運動場
・屋内運動場の現行の耐用年数（44年）は、区の施設実態を調査の上、「S造」及び「RC造・SRC
造」の施設数で加重平均により設定をしている。
・現在の設置状況を踏まえて、見直しの必要性を検証すべきである。

36 教育費
・元利償還金の積算に用いる対象面積について、小中学校の標準事業規模と一致させるべきであ
る。

37 ・測量について、工種の追加を検討する必要はないか。

38 ・地盤調査について、工種の追加を検討する必要はないか。

39
・工事費を対象としたZEB化費用に係る補正の導入を検討している点を踏まえれば、設計の経費設
定においても「標準建物予算単価」の算定式に基づくZEB化に係る補正を導入する必要はないか。

40
・既存の工種について、標準施設の構成を適切に反映するため、加重平均の導入を検討すべきと
考える。

41
・エレベーター設備について、「標準建物予算単価」の表記を踏まえ、機械室ありから機械室な
しへの変更を検討すべきと考える。

42
・上述の規模に関する指摘を踏まえた修正を実施する場合は、単価設定に用いている規模につい
ても反映する必要がある。
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№ 確認事項等項目

43
・ZEB化費用に係る補正の導入を検討している点を踏まえれば、新たな工種として太陽光発電設備
の設定を検討する必要はないか。

44
・「標準建物予算単価」に存在しない既存の工種について、直近で見直した際の単価をベースと
し、「標準建物予算単価」の変動率（改築）を乗じて経費設定をすることが妥当と考える。

45
・外構工事費について、「標準建物予算単価」における学校の建蔽率を用いた経費設定を検討す
べきと考える。

46
・雨水有効利用設備について、「標準建物予算単価」を用いた経費設定が可能かを検討すべきと
考える。

47
・区側調査によれば屋内プールの設置実態が極めて限られていることから、プールの内蔵経費に
ついては廃止すべきである。

48

・特別支援学校施設等の新増築の経費で、「活性汚泥槽の設置」を算定しているが、小中学校で
は、平成19年度財調協議において、区部の下水道は100％普及に至っているとして、算定が廃止に
なっている。
・現在も当該経費を存置しているのは、特別支援学校施設等は、都外での設置も想定されている
ため、という理解でよいか。

49

・区側提案は「学校施設の長寿命化計画策定に係る手引（文部科学省）」のモデルを踏まえて、
改築単価×0.6としている。
・この点について、「学校施設環境改善交付金の配分基礎額の算定方法等について（通知）」に
おいて、改築単価に対する比率が67.4%とされていることから、こちらを採用することを検討すべ
きではないか。
・なお、本数値を採用する場合は、毎年度のメンテナンスを実施すべきと考える。

50
共通

（義務教育施設・
その他施設）

・改築単価と同様に、「標準建物予算単価」によるモデル単価を設定できないか検討すべきと考
える。

51 義務教育施設
・校庭の単価について、「標準建物予算単価」のグラウンド整備の単価を用いて経費設定を行う
べきと考える。

52
週休2日対応費
特別補正費

・両補正について、恒久的に反映することし、率は毎年度メンテナンスの対象とすることで想定
しているが、見解を伺う。

53 ・各区におけるZEB化の実施状況を伺う。

54
・各区の計画等を確認する限り、ZEB化は原則的に改築時に行うものとされていることから、大規
模改修経費には当該補正を反映すべきではない。

55

・「標準建物予算単価」におけるZEB化費用については、改築単価の設定に用いている一部の建物
モデルに対しては原則的に補正を乗じないこととされている。
・区案はその点を考慮されておらず妥当ではない。
・なお、補正を乗じる建物モデルを限定する形で修正する場合には、率を毎年度メンテナンスす
ることが困難であるため、率は据置としたいと考える。

56

・「標準建物予算単価」を用いた単価設定とする場合、モデルの一貫性という観点から「標準建
物予算単価」の変動率を物騰率とすることは妥当と考える。
・一方で、区側提案の改築単価（決算）や大規模改修単価（現行）とするのであれば、「標準建
物予算単価」の変動率を採用する理由はなく、現行の物騰率を適用することが妥当と考える。

57
（「標準建物予算単価」の変動率を採用することになった場合）
・変動率は、改築と大規模改修の双方が設定されているため、物騰率として使用する場合につい
ても、それぞれの変動率を採用すべきと考える。

58
・区の実態と現行算定における特定財源の設定方法を踏まえ、一部の経費について見直しを行う
べきである。

59
民生費
教育費

【態容補正】
認定こども園

・「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」に基づき、特定財源を設定すべきである。

60 長寿命化
・「学校施設環境改善交付金の配分基礎額の算定方法等について（通知）」に基づき、改築単価
（国補助単価）×67.4％として、設定すべきと考える。
・なお、本数値を採用する場合は、毎年度のメンテナンスを実施すべきと考える。

61 大規模改修
・「令和６年度学校施設環境改善交付金の事業概要について（通知）」に基づき設定すべきと考
える。

62 ・補正の必要性の検証結果を伺う。

63 ・今回の見直しによる財調単価の見直しを踏まえ、改めて係数設定を行うべきである。

64 昼間人口 ・補正の必要性の検証結果を伺う。
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65

・議会総務費-地域交流施設のうち、地域センターの見直しについては、令和３年度財調協議にお
いて不調となっており、この際の不調理由を未整理としたまま、今回の見直しを行うことは妥当
ではない。
・令和３年度財調協議における不調理由は、見直し内容に関する都区の見解に相違があったため
ではなく、令和２年度財調協議における区側発言に関して疑義が生じたためである。
・令和２年度財調協議では、区側提案により、地域センターをホールの有無や固定席数による付
帯機能によって定義するのは、改修等による変容を受けるため、区の実態に即していないとし
て、見直しを行っている。
・その際のやりとりにおいて、地域センターは「改修等により、固定席を有するホールが会議室
等として変わるなど、施設の状況に変化があるが、当該施設の目的や役割に変更はなく、地域の
交流施設であり続けるという実態がある。」と区側が発言しており、都としては、この「実態が
ある」という発言を受けて、合意をしたものである。
・この区側発言の趣旨については、令和３年度財調協議でも議論をしたところであるが、令和２
年度財調協議時点で、「実態がある」とした施設実態がなかったことは間違いないか。
・また、現時点において、そういった施設実態があるのかを伺う。

66

（現時点で該当する施設実態がある場合）
・令和２年度財調協議における都発言から、「区の実態」として、そのような施設実態があると
いう認識を都が持っていることは明確である。この都側の認識に対し、区側から特段の指摘がな
いまま合意に至ってしまった点については、令和３年度財調協議において述べたとおり、遺憾で
ある。
・しかしながら、この一点をもって、将来的にも「議会総務費-地域交流施設」の見直しを不調と
し続けること自体は、都としても望むことではない。
・現時点において、令和２年度財調協議で区側が述べた施設実態がある点が確認できるのであれ
ば、今回の見直しにおいて、地域交流施設を見直し対象とすることを是としたいと考えている。

その他
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